
TUMSAT-OACIS Repository - Tokyo University of Marine Science and Technology (東京海洋大学)

欧州私掠船と海賊－その歴史的考察－

著者 稲本 守
雑誌名 東京海洋大学研究報告
巻 5
ページ 45-54
発行年 2009-03-27
URL http://id.nii.ac.jp/1342/00000342/



Journal of the Tokyo University of Marine Science and Technology, Vol. 5, pp. 45-54, 2009

欧州私掠船と海賊 － その歴史的考察

稲本　守*

（Accepted November 21, 2008）

A Historical View on the European Privateering and Piracy

Mamoru INAMOTO

Abstract:　 A Historical View on the European Privateering and Piracy

The article 101 of the United Nations Law of the Sea defines“piracy”as“any act of depredation, committed for

private ends by the crew …of a private ship”. But it is still hard to make clear what“a private ship”and“private

ends” mean, taking into consideration especially the fact that many historical pirates were legally“privateers”,

authorized by the state, serving the public ends such as the protection of the overseas colonies or commerce raiding

in times of war. The following article tries to recognize the presence of a certain national strategy as a consistent

feature of privateering, by describing its emergence and development and then examining its historical background

and the strategic motives of the state to promote or condone it.　The article then explains the process toward the

abolition of privateering in the mid-19th century, mainly indicating the monopolization process of the means of

violence by the state.　In other words the state could finally establish its sovereignty at sea by abolishing

privateering and declaring the pirates of any kind as“enemy of mankind”.

Key words: privateering, privateer, piracy, pirate

1．はじめに：海賊の定義と私掠船

ローマの政治学兼哲学者キケロは、「海賊は人類共通の

敵」と記した。近代海洋法においても、人類共通の敵であ

る海賊とは常時「戦争状態」にあると見なされている。従っ

て公海を航行する船舶に対する臨検・捜索権は、通常戦時

において交戦国にのみ認められる権利であるが、海賊船に

対しては平時においても認められている (1)。他方「官軍」

「賊軍」の違いから知れるように、日本語で表記される「賊」

という言葉は天皇に背く者、つまりはお上に逆らう者たち

に対する呼び名である。実際日本史における「海賊」の名

称は、「承平・天慶の乱」において瀬戸内海で反乱を起こし

た藤原純友のように、朝廷に対して反乱を起こした海の民

に対して用いられた。しかしヨーロッパ史上で知られる「海

賊」が、すべてお上に逆らう「逆賊」もしくは「人類共通

の敵」であったとは言いがたい。

そもそも「海賊」もしくは「海賊行為」の定義は各国国

内法により異なっているが、公海における海賊行為につい

て国連海洋法条約は、「私有の船舶又は航空機の乗組員又は

旅客が私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑

留又は略奪行為」（101条）と定義している。即ち海賊行為

とは、「私有の」船舶（又は航空機）を用いて、「私的目的」

で行われる略奪行為である。従って正規の軍艦が「公的目

的」で行う暴力行為は、たとえそれが私有の民間船に対す

る攻撃であったとしても海賊行為とはみなされない。

しかし本論中で詳述するように、歴史上の海賊船の多く

は時として国家による認可を受けた、あるいは国家によっ

て仕立てられた「私掠船 (privateer)」であり、そもそも「私

有」の船を定義することが困難であった。更に私掠船が行

う「私掠行為 (privateering)」についても、国家による経済

的・戦略的目的と密接に結びついた行為であったため、「私

的目的」の定義も容易ではない。そこで本論ではヨーロッ

パ「私掠船」を中心に、私掠行為の発生やその歴史的展開

を考察し、更にこれに対する取締の歴史や私掠行為が終焉

に到った諸事情を回顧することにより、私掠船が持つ歴史

的意味について検討してみたい (2)。

近年の海賊ブームを反映して、ヨーロッパ海賊について

は数多くの読み物が出版されているが、海賊及び私掠船の

歴史を学術的に扱った研究書や論文は極めて少ない。これ

までに発表された数少ない研究の中で、17世紀末のエリザ

ベス朝期における私掠船を扱ったものとして K. R. Andrews

の著書（1964年）が、更に 18世紀前半スチュアート朝期に

おけるイギリス海賊政策を扱ったものとして D. D. Hebb に

よる著書（1994 年）が挙げられる (3)。近年刊行された海賊
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関連の書籍には興味本位のものが多いが、P. Earle の著書

（2003 年）や武光誠氏の著書（2004 年）は、ヨーロッパ海

賊の通史としてよくまとまっている (4)。

本論が海商破壊行為との関連において注目した18世紀以

降の私掠船については、古くは私掠行為を禁止した「パリ

宣言」至る私掠船全体の歴史を振り返った Stark による著作

（1897 年）が残されているものの、18 世紀以降における私

掠行為の存続そのものがあまり注目されてこなかったた

め、長らく研究が遅れた分野でもあった。しかし 1975年に

サンフランシスコで開催された国際会議において18世紀私

掠船の活動が改めて注目を集め、その後Starkeyの著作（1990

年）や、1991年にオランダにおいて開催された国際シンポ

ジウムでの諸報告をまとめた Starkey et al. による論文集

（1997 年）等、18 世紀私掠船についての論点を整理した貴

重な成果が得られた (5)。尚、直接海賊問題を扱ったもので

はないが、海賊を含めた「傭兵」の歴史を、国家による軍

事力独占の経緯を踏まえて整理した J. E. Thomson の研究

（1994年）からは、非国家的軍事力としての私掠船の盛衰と

その背景を整理するに当たって大きな示唆を受けた (6)。わ

が国における研究論文としては、上述Andrewsの著作をベー

スにエリザベス朝期の私掠船を扱った菊池健志氏の論文

（1995年）と、17世紀末から 18世紀初頭にかけての「バッ

カニア (buccaneer)」の動向と、これに対する鎮圧活動を中

心に論じた薩摩真介氏の諸論文（2004、2007年）が挙げら

れよう (7)。

2．私掠の始まり

13 世紀に入るとイギリス国王は (8)、自国の商船の船長に

対し、航海中特定の他国船、例えばスペインやフランスの

商船を見つけた場合には、攻撃してその船の積荷を奪って

もよいとする認可状を出し始めた。「敵国を悩ませる

(annoying the King’s enemies)」ために 1243年にヘンリー3世

（1216-1272）によって認められた認可状が記録に残る最古

のものとされており、認可状を受けた船主に対しては、捕

獲物の半分を国王に上納することが求められた (9)。

更に 1295 年にバイヨンヌ（現仏領）の船主の持ち船が、

ポルトガル船による略奪の被害を受けたため、同船主は

被った損害を回復するため、ポルトガル船を拿捕しその積

荷を捕獲する許可をイギリス国王に願い出た。この事件を

きっかけに出されることになった私掠認可状は「Letter of

Marque and Reprisal」と呼ばれ、他国によって損害を蒙った

者に対して「報復 (reprisal)」行為を行うこと、即ち加害国

に属する財産を捕獲することを許可したものである (10)。

中世末期までは、こうした「報復」行為に国家が関与す

ることはなく、私的に行われるのが常であった。しかし次

第にこうした私的戦闘を国家の管理化に置こうとする傾向

が強まり、少なくとも武力を用いた報復については、君主

の書面による許可が求められるようになった。こうして君

主によって公認された報復は、外交が未発達で常設大使館

も未だに設置されていなかった時代における国際紛争を解

決するためのメカニズムとして慣習化した。この習慣は外

交ルートを通じた紛争の解決が求められるにつれて終息

し、19世紀には最終的に禁止されることになる (11)。

さて、13 世紀以降イギリス南東部のいわゆる「5 港 (the

Cinque Ports)」(12) を拠点としたイギリス私掠船は、「報復」を

名目に、主に北海やイギリス海峡に待ち伏せしてヨーロッ

パ諸国の港を行き交う貿易船の積荷を略奪した。但し、度

を越した私掠行為は報復とは認められず海賊行為とみなさ

れるおそれがあるため、認可状にはその目的を逸脱しない

よう、私掠行為の程度や方法についても明記されることに

なっていた。それ故、13世紀から 15世紀までの初期私掠船

の時代においては、他国船によってもたらされた損害を裁

判所で証明できない限り、原則として許可状が与えられる

ことはなかった。

当初私掠認可状を発行したのは大法官(Chancellor)であっ

たが、14 世紀に海軍長官 (Lord Admiral) の職が導入される

と、海軍長官が主宰する海事裁判所 (Admiralty Court)による

審査を経て認可状が発行された。私掠によって捕獲された

船や積荷も、審査のため海事裁判所に提出される。捕獲物

が私掠許可状に示された条件に則らずに略奪されたもので

あると認定された場合、捕獲された船や積荷は解放され、時

には被害者に賠償金が支払われる場合もあった。15世紀初

頭にはこうした私掠行為を「海賊行為」として戒める動き

もあったようであるが、「5港」や後にはイギリス南西部の

デボン、コーンウォールを拠点とする私的海軍力が、イギ

リス近海における海上覇権の確立について果たした役割が

考慮され、海軍長官も「報復」行為の行き過ぎには次第に

目をつぶるようになった (13)。

とりわけ他国と戦争状態にあった場合、どちらの国も自

国を「被害者」と見なし、敵国に対して「報復」を行う権

利を主張した。従って私掠船の定義は、報復行為の正当性

にかかわらず、「戦時において敵船を襲うことを認可された

船又は船主」に変化した。更に報復の前提となる損害を裁

判所で証明する義務も次第になくなったため、略奪による

収入も、敵国によって受けた損害に対する「補償

(compensation)」から私掠活動に伴う「利益 (gain)」へとそ

の性格が変化していくことになる。こうした私掠船の定義

の変化は既に 14世紀において見られる現象であり、このこ

ろから各船主は、戦争が勃発して本来の海運に支障をきた

すと、持ち船を有効活用するために私掠活動に精を出した。

とは言えこの時代までの私掠行為は、その規模や歴史的意

義において、未だ注目に値するようなものではない (14)。

3．エリザベス朝期の私掠船

しかし大航海時代が幕開けし、スペイン船やポルトガル

船が新大陸や東洋から財宝を満載して帰還するようになる
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と、これを狙う私掠船の規模・活動範囲は目に見えて拡大

した。そして私掠行為が「5港」の船乗り達によって営まれ

てきた小規模なものから、イギリスにおける新興中産階級

を形成しつつあった西部ジェントリ層をも巻き込んだ大規

模な「ビジネス」へと変化したのは、英国女王エリザベス

一世（在位 1558-1603）の治世の後半、とりわけオランダ独

立問題を契機にスペインが事実上イギリスの「敵国」となっ

た 1685年以降のこととなる (15)。

私掠船の派遣に際しては「共同持株会社」が立ち上げら

れ、国王、貴族、役人、商人など、その時代の有力者が競っ

てこれに投資し、投資した船が「敵船」の略奪に成功する

と高額な配当に与った。一説によると、当時のイギリスの

輸入額に占める略奪品の割合は、10%から 15%のぼったと

いわれる (16)。そしてスペインが敵国である限り、スペイン

船の捕獲を認める私掠認可状が発行され続け、この間、お

よそ 200 隻以上のイギリス船が私掠航海に乗り出した。海

事裁判所によって、略奪品が私掠認可状に定められた規定

に従って捕獲されたものであると認定されると、海軍長官

が 10分の 1税を徴収した後に、残ったものは関係者（船主、

船員、出資者）に分配された。又、分配方法に争いが生じ

た場合、関係者は海事裁判所に仲裁を依頼することが出来

た (17)。

他方、私掠行為を管理する海事機構全体の腐敗が急速に

進み、有力者に対する私掠認可状も、もはや海事裁判所に

よる審理を経ずに、私掠船によって利益を得る立場にあっ

た海軍長官や海軍地方長官によって直接発行された (18)。更

に発行された認可状も、私掠船の都合に合わせて書き換え

られたり転売されたりする例が続出した。或いは認可状に

敵国として記載されていない中立国船の積荷を奪ったり、

更には認可状を持たずに出航して略奪行為を行う事例が頻

発したが、これらの略奪品も、海軍長官や各港に配置され

た海軍地方長官などによる工作を経て、私掠による捕獲品

として関係者に分配された。この場合、被害者が損害の回

復を求めて海事裁判所に提訴しても、私掠によって利益を

得る立場にある海軍長官、貴族、大商人等の英国内有力者

による介入を招いたため、積荷の返還もしくは損害賠償を

認めさせることは極めて困難であったという (19)。

しかし1603年にエリザベス女王が死去してチューダー王

朝が断絶し、スコットランドのスチュアート家がイギリス

王家を兼ねると、海賊嫌いで知られるイギリス王ジェイム

ズ 1 世は、その即位直後から海賊取り締まりの意思を示し

た布告を出すと共に、スペインとの和平が結ばれた 1604年

には、これまでに発行されたすべての私掠認可状を無効に

した。王は 1608年には私掠船の管理にかかわる腐敗の摘発

を開始し、不正行為にかかわった役人や関係者を投獄もし

くは罰金刑に処した。こうした取り締まりの結果、多くの

イギリス私掠船が撤退するかアイルランドやモロッコ、或

いは地中海に本拠を移した。こうして 1620年代には、イギ

リス本国から出航するか、イギリス近海において活動する

私掠船の活動は一気に下火となったのである (20)。

4．海の傭兵

（1） バッカニア

他方 1630年頃から、カリブ海の島々を中心に新たなタイ

プの海賊が出現し始めた。エリザベス女王の保護を受けつ

つ私掠行為を行ったドレークやホーキンスなどが、新大陸

で活動しながらも本拠は本国に置き、出資者であり保護者

でもあった国王や英国有力者に利益の配当を行うため、活

動の区切りの度に帰国したのに対し、17世紀以降に出現し

た「バッカニア」と称されるこれらの海賊は、その本拠を

イスパニョーラ島を中心とするカリブ海の島々に移し、母

国に帰ることはほとんどなかった。とりわけイスパニョー

ラ島の北西岸沖に位置するトルトゥーガ島は、バッカニア

の拠点としてあまりに有名である (21)。

バッカニアが活動を始める 17世紀には、ヨーロッパの情

勢も大きな転機を迎えていた。16世紀末にオランダが独立

を宣言し、長らく戦乱が続いたフランスも、ブルボン王朝

の下で国家的統一を果たした。そしてヨーロッパはいわゆ

る絶対主義国家の時代となり、国力に衰えが見られるよう

になったスペインに続いてヨーロッパ各国が新大陸に進出

するようになった。フランスは 1630年代に小アンティル諸

島のいくつかの島を領有し、17世紀後半にはこれらの島々

に砂糖のプランテーションを築くとともに、カリブ海にお

ける同国の拠点とした。他方イギリスが 1620年代から植民

を始めたバルバドス島は、1650年代には大西洋を横断する

イギリス商船の基地として発展した。イギリスは更に 1655

年にジャマイカ島をスペインから奪い、1670年にはバハマ

諸島を領有している。

さて、収益のあがる植民地や貿易の拠点となる島は常に

他国にねらわれた。例えば砂糖の生産が盛んなシント・ユー

スタティウス島は、イギリスとオランダが争奪戦を繰り広

げた結果、1664年から 1674年までの 10年間に 10度も所有

者が交代した。又、後発国の植民地はいずれもスペインの

勢力圏に食い込む位置にあったため、常にスペイン艦隊に

よる攻撃を受ける危険性があった。しかし当時のスペイン

以外の「海軍の第一の任務は侵略に対する防衛であり、艦

隊の大部分はほとんど常に本国近海に留め置かれた」（海軍

史家 N.M.A. ロジャー）ため、国外において一定の戦力を維

持し、必要に応じて援軍を派遣できる力はどの国にもな

かった。17世紀後半のイギリスにとって新大陸交易の最重

要拠点とでも言うべきジャマイカ島においてさえ、1660年

代を通じて海軍艦艇は常備されておらず、70年代入ってよ

うやく 5等級もしくは 6等級の小型艦艇が 2隻配置された

のみであったという (22)。

そこで本国政府から植民地経営を委ねられた現地の総督

たちは、必要な戦力を補うため、盛んにバッカニアを雇い

入れた。即ち役に立ちそうな海賊を選んではこれに私掠船
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としての認可状を与えるか彼らの行動を黙認することによ

り、なるべく敵対する国の行動を妨害することによって植

民地を維持しようとしたのである。中でもジャマイカ島を

防衛するため、総督トマス・モディフォードがヘンリー・

モーガンを雇った事例や、フランス植民地総督がイギリス、

スペイン勢力に対抗するため、トルトゥーガ島の海賊を盛

んに雇った事例がよく知られている。無論のことこうした

行為の背景には、海賊を利用することによって植民地との

交易ルートを維持すると共に、競争者を妨害することに

よって植民地貿易から得られる利益の独占を図ろうとする

経済的意図も存在する (23)。

軍事力が国家によって独占されていなかった時代におい

て、兵力とは「市場」、それもしばしば国際的な市場におい

て調達される商品である。そもそも 17，18 世紀における

ヨーロッパの王侯君主が常備していた自前の陸上兵力は、

戦時において動員された兵力のおよそ 3 分の 1 程度に過ぎ

ない (24)。おりしも 1618 年よりヨーロッパは、30 年戦争に

よって代表される戦乱の時代を経験しており、この時代の

戦争は、まさにワレンシュタインが率いた部隊などに代表

される傭兵隊を雇う形で行われた。そしてこの「陸の傭兵」

による戦乱の最中に、バッカニアたちも「海の傭兵」とし

ての役割を担い始めたと言えよう。

カリブ海を巡る国際情勢は、バッカニアたちにとっては

容易に私掠認可状を手にする好機でもある。しかしスチュ

アート家治下のイギリスが原則として私掠行為を認めてい

なかったことからも推測されるように、彼らの持つ認可状

は国によって正式に出されたものは少なく、そのほとんど

が現地の出先機関によって発行された。17世紀におけるカ

リブ海植民地は、自治植民地、或いは領主植民地と呼ばれ

る形態をとっており、本国の意向とはかかわりなく私掠認

可状が交付された。但し本国の了解なく出された私掠認可

状についてはその合法性が疑問視されていることや、多く

のバッカニアは私掠認可状の有無に関わらず継続して海賊

行為に従事していることから、バッカニアをもはや私掠船

には分類せず、単なる海賊として扱う研究者も多い (25)。

（2）海賊狩り

17世紀末に入って植民地におけるプランテーションの建

設が軌道に乗り、更にアフリカ大陸とカリブ海との間にお

ける奴隷貿易が盛んになると、各国にとっては、利益をも

たらす新大陸との交易の安全を確保することが優先課題と

なった。そして植民地や航路の安全を脅かすバッカニアは

次第に疎んじられるようになり、1680年代頃から各国海軍

や海賊狩りのために雇われた私掠船によって、バッカニア

の取締が本格的に行われるようになった。又、1670年に締

結されたマドリード条約により、スペインが新大陸におけ

るイングランド植民地の存在を容認したことを契機に、

バッカニアに寛容な植民地総督が交代させられ私掠認可状

の発行も抑制された。こうしてバッカニアがヨーロッパ諸

国の初期植民地政策において果たしてきた役割も、17世紀

末には終焉を迎えることになったのである (26)。

カリブ海から締め出され始めたバッカニアにとって、進

むべき道は二通りあった。一つは国家による恩赦 (Pardon)

を得て、商船の乗組員や陸上の職に転職する道である (27)。

転職先としては更に、国家の管理下におかれた私掠船とし

て、かつての仲間を裏切る「海賊狩り」や後述する「海商

破壊」に従事する道もあった (28)。第二の道は恩赦を拒否し、

私掠認可状を持たない純粋な「海賊」として活動すること

である。彼らは各国によって繰り広げられた「海賊狩り」に

対抗するために「大海賊団」を結成すると共に、その根拠

地も、取締が厳しくなったカリブ海から、北米やマダガス

カルに移した。更に彼らの行動範囲も、未だに警備が手薄

で、インド航路を往復する貿易船やイスラム系の巡礼船を

獲物として狙えるインド洋へと広がった。海賊史上あまり

に有名な黒ひげ海賊団や、女海賊アン・ボニーとメリー・

リードが加わったことで知られるラカム海賊団などは、い

ずれも 18世紀初頭における海賊の「黄金時代」と称される

この時期に活躍した海賊たちである (29)。

歴史が示すとおり、これらの海賊団はいずれも厳しい弾

圧を受け、1720年代中頃にはほぼ壊滅した。従って海賊旗

「ジョリー・ロジャー」や、ロココ調の海賊ファッションに

よって代表される今日のヨーロッパ系海賊のイメージを決

定付けた彼らの活躍は、実際には極めて限られた期間もの

である（自称「世界一の海賊」「黒ひげ」ことエドワード・

ティーチの活動はおよそ 4年間、「最も成功した海賊」と称

されたバーソロミュー・ロバーツの活動もわずか 3 年足ら

ずに限られる）。

5．私掠の興隆と海商破壊

国家による統制が行き渡らなくなったバッカニアや海賊

団は鎮圧されたものの、私掠船の活動はむしろ 18世紀に最

盛期を迎えることになる。その活動の主目的は、17世紀末

よりヨーロッパ列強間で繰り広げられた植民地戦争におい

て、いわば私的海軍として敵国の海上輸送を妨害する「海

商破壊 (commerce raiding)」行為にある。そして民間船を軍

事的戦略の中に組み込む形での私掠船活動は、プファルツ

継承戦争 (1689-97) とスペイン継承戦争 (1702-1713) をきっ

かけに再び盛んになり、18世紀半ばには最盛期を迎えた。

但し私掠認可状を持っていない海賊や、私掠認可状を

持っていても海賊行為に走った船舶は各国によって厳しく

弾圧されたことから、17世紀末から始まるこの時代は「私

掠」と「海賊」が「実態として分離し始めた」（薩摩）時代

ということになる。しかし私掠行為の更なる制度化につい

ては研究が進みつつあるが、「17世紀のバッカニアによる略

奪から、18世紀以降のより制度化された私掠行為への移行

の過程が、いまだ十分には解明されていない」（同）ため、

この点が今後の海賊・私掠研究の焦点ともなろう (30)。
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さて、17 世紀末よりいち早く私掠船による「海商破壊」

活動を奨励したのは、ルイ14世による治世が安定期を迎え、

蔵相コルベールによって重商主義政策が追求されたフラン

スである。当時イギリスと海上交通路の覇権を争ったフラ

ンスでは私掠認可状の申請が殺到し、とりわけイギリスに

おいてウィリアム王戦争と呼ばれるプファルツ継承戦争で

は、有名なジャン・バールを含むフランス私掠船団がイギ

リス商船を拿捕した事例がおよそ 4,000件に及んだ。

続くスペイン継承戦争においてもイギリスは3,250件の被

害を受けたが、この被害に驚いたイギリス議会は、1708年

に「巡洋艦と護送船団に関する法律 (Cruisers and Convoys

Act)」を制定し商船隊の安全をはかった。しかしオーストリ

ア継承戦争（ジョージ王戦争 : 1740-48）においてもイギリ

ス商船は 3,238件の被害を蒙り、その激しさの故に、イギリ

ス三角貿易の柱でもあったアフリカ大陸から新大陸への奴

隷貿易が、18世紀半ばには一時中断の憂き目にあったとい

われる (31)。そして私掠活動を規制したスチュアート家が名

誉革命によって王位を追われると、フランス私掠船による

被害に耐えかねたイギリスも、徐々にその政策を私掠活動

の奨励へと転換し始めたのである。

しかし当然ながら、「ときに海賊行為を生み出す危険も

あった私掠行為が、どうして商業破壊戦の道具として整備

されていったのか」（薩摩）という問題点が指摘される (32)。

但し時系列的視点から当時の展開を理解することは可能で

あろう。正規の海軍力においてイギリスに劣っていたフラ

ンスが私掠船の利用に踏み切ったのは、海外植民地を巡る

争いに際して民間船に頼らざるを得なかった点が考慮され

ねばならない。他方、長らく私掠船の利用をためらってき

たイギリスが方針を変更したのは、フランス私掠船による

被害に対して報復を求める国内世論を反映してのことと考

えられよう (33)。

さて、18世紀における私掠とかつて 16世紀に行われた私

掠との最大の相違は、認可状を発行する国王や海軍長官が

私掠による取り分をほとんど求めなくなった点にある (34)。

この傾向は、スペイン継承戦争中の 1708年にイギリスで制

定された「捕獲に関する法律 (Prize Act)」によって一層明確

になる。同年 3月にアン女王によって認可された同法は、私

掠によって得た捕獲物のすべてを私掠船側の取り分として

認めるとともに、加えて敵船を拿捕した私掠船乗組員に対

して国が報奨金を支給することを認めた (35)。これは国家に

とっての私掠の主目的が、経済的利益から次第に海軍力を

補う海商破壊へと移ったことを裏付けている。

他方「捕獲に関する法律」は、これまで慣習的に行われ

てきた私掠に関する手続きを明文化した。その結果、「海事

捕獲審判所 (Admiralty Prize Court)」が設置され、これまで

あいまいであった捕獲物や身代金収入の分配方法が明文化

された。かつての海事機構が、イギリス有力者が支配する

私的機関の様相を呈したことについては既にふれたが、認

可状の発行から捕獲審判所での審理手続きまでを改めて明

文化したこれらの法制度の目的は、私掠行為に関する公的

行政機構を確立しこれを国家の統制化に置くことにある。

そのため私掠行為にあたっては、保証金の支払いと、その

行動を規制する広範な規則への同意が求められた。他方、

私掠認可状の主目的が、敵国の商船による物資輸送を妨害

することにある以上、自国商船にも被害をもたらしかねな

い海賊行為は、これまで以上に取締の対象となったのであ

る (36)。

スチュアート王家治下において永らく私掠活動が制限さ

れてきたこともあり、捕獲に関する法律の制定後もしばら

くはイギリス私掠船の活動は目立っておらず、1739年にス

ペインと戦争状態に入ったにもかかわらずイギリス私掠船

による外国船の拿捕は 40 件程度にとどまった。但し 1740

年に捕獲に関する法律が再公布され、1744年にフランスと

戦争状態に入ると、同年 9月だけで 70隻あまりの私掠船が、

そして翌年には 190 隻のイギリス私掠船が出航した。そし

て 1748年まで続いた同戦争の期間中、ニューヨーク、ボス

トン、ニューポート、フィラデルフィアから出航したイギ

リス私掠船は、主に西インド諸島における砂糖植民地との

取引を行っていたフランス、スペイン、更には中立国であっ

たはずのオランダ船に対しておよそ 3,500 件の私掠行為を

行った (37) 。

18世紀私掠船は、その数においても 16世紀に比べて桁違

いに多い。Starkey の集計によるなら、イギリスが私掠活動

を再開した 1739 年から 1803 年までの間にイギリスを出航

した私掠船はのべ 9,151隻とされている。但しこの数字の中

には、始めから私掠を目的に出航し、積極的に敵船を捜し

求めて私掠を行う「積極的私掠船」以外に、航海中に偶発

的に敵国商船に遭遇した場合を想定し、その場合にのみ私

掠行為を行う「偶発的私掠船」とでも言うべきものも含ま

れている。両者の区別は困難であるが、必要以上に武装し

たり、トン数に不釣合いな乗組員を乗船させているものに

ついては、前者の積極的私掠船と判断できよう。Starkey は

上記の私掠船総数中、積極的私掠船、もしくは「私的軍艦

(private men-of-war)」とでも言うべきものを 2,051隻（22.4%）

と見積もっている (38)。いずれにせよエリザベス朝期におけ

る私掠船がおよそ 200 隻と推定されていることから、積極

的私掠船のみを考慮に入れてもその数の多さが実感されよ

う。

英仏が植民地における覇権を争った 18世紀後半、とりわ

け七年戦争中の1756,57年に私掠船による海商破壊活動はそ

のピークを迎えた。イギリス私掠船による被害を避けるた

め、フランスやスペインは次第にオランダを中心とする中

立国の船による物資の運搬をはかった。とりわけオランダ

は、18世紀の前半に中立国として海運を通じて大きな利益

をえた。

フランス革命期を除いて、フランス私掠船がこうした中

立国の船を襲うことはなかったが、イギリス私掠船は戦時

において中立国の商船も盛んに捕獲した (39)。元来イギリス
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は、英蘭戦争が終結した 1674年にオランダと結んだ条約に

より、オランダ船が自由に物資を運搬することを認めてい

た。この姿勢は、イギリスとオランダの同盟関係が保たれ

ている間は維持されたが、オランダがフランスやスペイン

の物資を大量に運搬し始めるにつれて変化し始めた。そし

て先のオーストリア継承戦争の際には、オランダ船がフラ

ンス、スペインの軍事物資や戦時禁制品を輸送しているこ

とを口実に、イギリス私掠船はオランダ船も積極的に拿捕

している。更に 1756年、七年戦争の勃発に際してイギリス

は海運についての新たな規則を定め、イギリスが平時にお

いて交易を認めていない国と、戦時において中立国が交易

を行うことを禁止すると共に、敵国の港に向かう船舶につ

いてはこれを拿捕することを宣言した。これによりオラン

ダやデンマークの商船が、戦時においてフランス植民地と

の直接、間接的な交易を行うことがイギリスによって禁止

されたのである (40)。

6．私掠の終焉

（1）私掠行為への反発

しかし私掠船の活動がピークを迎えた七年戦争におい

て、イギリス国内においても私掠船による行き過ぎた活動

に対する不満が聞かれるようになった。その背景として、私

掠行為が経済発展の妨げとなることが意識され始めたこと

や、私掠船の活動激化に伴いイギリス保険会社が多額の損

失を負うようになったこと、更にはイギリス私掠船による

攻撃が、逆に他国の私掠船によるイギリス商船への攻撃や、

他国政府によるイギリス海外資産の押収等の制裁措置を激

化させる結果を招いたことが挙げられる (41)。

他方、イギリス私掠船が中立国船をも拿捕したことに対

する中立国の不満は、アメリカ独立戦争中の 1780年に、対

米海上封鎖を行っていたイギリスの私掠船がロシアの商船

を拿捕した事件を契機に噴出した。同年 2 月、ロシア皇帝

カザリン 2世はいわゆる「Free Ships Free Goods」原則、即

ち中立国船舶の航行の自由と禁制品以外の物資輸送の自由

を宣言した。これにデンマーク、スウェーデン、オースト

リア、ポルトガル、両シシリー、オランダが賛同し、「武装

中立同盟」を結んで中立国の権利を守るためには武力をも

辞さないことを申し合わせた (42)。その後イギリスは中立国

船への捕獲に関する法律の適用を一旦撤回したが、フラン

ス革命戦争が勃発し列国が対仏大同盟を結ぶと、1793年に

フランス向けの物資を積んだ中立国船に対する私掠行為を

再開した。革命の波及を恐れる列国は当初これを黙認した

が、イギリスのマルタ島占領問題等を契機に、1800年に再

び武装中立同盟を結成している (43)。

1804年にナポレオンは大陸封鎖令を発布したが、イギリ

スはこれに対抗して直ちに逆封鎖を宣言し、大陸の港を出

入りする船舶に対する私掠行為を奨励した。ナポレオンも

これに対抗し、盛んに私掠船を利用してイギリス船や中立

船による物資輸送を妨害している。しかしこれら両国の私

掠船の一部は海賊化し、もはや国家による統制が難しく

なった。こうしてナポレオン戦争中の欧州は、私掠船や海

賊船が跋扈する最後の時代を迎えたのである (44)。

しかしナポレオン戦争後、各国は急速に私掠船の利用を

控えた。まずナポレオン戦争中の英仏私掠船や海賊船が、多

数の中立国船を拿捕したことが再び国際世論の反感を呼ん

だ (45)。更にイギリスとフランスとの間で和平が実現すると、

そもそも敵国の存在を前提とした私掠認可状が出される機

会が少なくなった。他方国際貿易が発展するにつれ、商船

による海上輸送の重要性が否応なしに増すことになり、海

上交易を乱す私掠船の有害性が改めて認識されるように

なったのである。

他方、国家による武力の独占が進み、ナポレオン戦争後

には英仏を中心に各国独自の常備海軍が急速に整備された

ため、戦闘行為に民間船を利用する必要性が減少した (46)。

即ち戦争は、もはや「政府の仕事」になったのである。こ

うした事情は、後に私掠行為の廃止を女王に進言したパー

マストン卿による以下の発言（1856年 4月）に要約されて

いよう。「グレートブリテンは、世界中の海において最も広

範な通商を行っており、これは私掠船による襲撃を受けか

ねない。他方グレートブリテンは、世界でもっとも大きな

海軍を有しており、これにより私掠船が果たす役割を成し

遂げることが出来る。従って私掠を廃止する協定に加わる

ことは、大英帝国にとっての利益であると思われる。」(47) 

（2）パリ宣言

1856年に調印された「パリ宣言」は、私掠行為の禁止を

最終的に国際法に盛り込んだ。同宣言は、元々クリミア戦

争を終結させる目的で締結された「パリ条約」の付属文書

として、フランス全権代表のアレクサンドル・ヴァレフス

クの勧めに応じて調印されたものである。

同宣言の下敷きとなったのは、1854年にイギリスとフラ

ンスとの間で調印された暫定協定である。両国はこの協定

で、中立船上における敵国の貨物（禁制品を除く）や敵国

船上における中立国の貨物を押収しないこと、そして私掠

船認可状の発行を今後は行わないことに同意した (48)。他方

かつて武装中立同盟を提唱もしくはこれに参加し、自ら私

掠船を利用する伝統を持たないロシアを始めとする国々

は、当然のことながら中立船の権利が盛り込まれたパリ宣

言に賛成した (49)。パリ宣言の条項は以下の通りである。

①私掠行為は現在も、将来も禁止される (is and remains

abolished)。

②中立国船は、戦時禁制品を除く敵国の物資を扱える。

③中立国の物資は、戦時禁制品を除いて敵国船によって押

収されない。

④ 海上封鎖は、それが拘束力を持つためには、実効を伴わ

ねばならない。即ち、敵国沿岸への接近を実際に防ぐに

足る十分な戦力によって維持されねばならない (50)。
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但し同宣言はその末尾において、調印国以外に対して同

宣言が適用されないことを明らかにしている。従って同宣

言の締約国であっても、宣言に加わっていない第三国との

戦争においては引き続き私掠船を利用することが出来たた

め、同宣言は「私掠行為」を、一般的に国際犯罪のカテゴ

リーに加えているわけではない。しかし少なくとも調印国

同士においては、民間船を拿捕しその積荷を押収する行為

はすべて「海賊行為」と見なされるようになった。尚、パ

リ宣言には 1858 年までに主要国のほとんどが調印したが、

米国、スペイン、メキシコ等が調印を拒否した (51)。但しス

ペインは 1908年に、メキシコは 1909年に加入している。

アメリカは中立国の権利（第 2、第 3 項）には賛同した

が、私掠行為の一般的禁止（同第 1 項）には反対した。当

時の米国海軍は弱小であり、万一外国との戦争になれば、長

い海岸線及び自国の商船を守るために民間の船を使わねば

ならないと考えられた。実際アメリカはイギリスの海軍力

に対抗するため、独立戦争においてのべ 2,500隻の私掠船を

雇い、およそ 2,000 件の私掠行為を行っている (52)。こうし

た背景からアメリカは、海軍への民兵の使用が制限されか

ねない同宣言の署名には難色を示したのである。

更にアメリカは、軍艦による商船の拿捕が認められてい

る以上、パリ宣言によって私掠行為のみが禁止されても意

味がないと主張した。即ち商船による物資輸送の安全こそ

が肝要であり、正規の軍艦によるものを含め、民間船への

すべての攻撃が禁止されるべきである。従ってパリ宣言に

対するアメリカの対案は、私掠船を禁止するのではなく、戦

時禁制品を除く私有財産 (private property)を拿捕することを

禁止し、軍艦、私掠船を問わず、その攻撃目標を公共財産

(state property)に限定すべきとするものであった (53)。ちなみ

にアメリカは現在に至るまでパリ宣言には署名しておら

ず、現行合衆国憲法は、議会に対して私掠認可状 (Letter of

Marque and Reprisal)を認可する権限を与えている（1条 8項

11号）。しかしパリ宣言には署名しなかったものの、アメリ

カは南北戦争の終結以来、私掠船を利用していない。但し

実現には至らなかったものの、2001 年の同時多発テロの

後、テロリストに対する私掠認可状を発行する権限を大統

領に与えようとする動きが米議会に起こったことは記憶に

新しい。

さてパリ宣言によって「私的目的」での暴力行為に法的

正当性が与えられることは無くなったが、「私有」船の定義

が明らかでない以上、公的船舶を装った私掠行為は完全に

は無くならない。既にパリ宣言の交渉時において、公的性

格を付与された私有船が正規の軍艦とみなされることによ

り、実質的に私掠行為が継続される可能性が懸念された (54)。

実際、南北戦争時に生じたいわゆる「アラバマ号事件」や、

1870年の普仏戦争の際に、プロイセンが民間船によって構

成される「義勇海軍」の創設を宣言した事例（実際には編

成されなかったが）は、軍艦と私掠船との相違を定義する

ことの難しさを改めて浮き彫りにした (55)。

しかし上記のような判断の難しい個別的事例を除き、パ

リ宣言の調印後、私掠船の運用はほぼ姿を消したと言って

よい。従って以後の民間船への攻撃は、正規の軍艦による

海商破壊が唯一の目的となる。ちなみに私有船による海商

破壊が完全にこの世から姿を消したのは、1907年に開催さ

れた第二回ハーグ平和会議による。この会議の結果、「海戦

ノ場合ニ於ケル中立国ノ権利義務ニ関スル条約」が締結さ

れ、正規の軍艦でなければ戦争には参加できなくなった。つ

まり、民間の船を戦闘に利用することが全面的に禁止され

たのである。尚、海上において戦闘行為を行うことが許さ

れている「軍艦」の現行定義については、国連海洋法条約

29条を参照されたい。

その後も続けられた正規の軍艦による「海商破壊」の有

名な事例としては、第一次大戦時におけるドイツ潜水艦に

よる商船への無差別攻撃や、第二次大戦時におけるアメリ

カ軍による日本商船への攻撃等があげられよう。但し正規

の軍艦による民間船への攻撃は、もはや略奪を目的とはし

ておらず、これを私掠行為と呼ぶことはできない。

7．結び：私掠と海賊

本論冒頭でも記したように、現行国連海洋法条約は、「私

有の」船舶（又は航空機）を用いて、「私的目的」で行われ

る暴力、抑留、略奪行為を海賊行為と規定している。しか

し「私掠行為」については、何らの定義もなされていない。

両者の最大の相違は、私掠船が国家的権威の下に行動し

ており、その行動に対しては国家が責任を負っているのに

対し、海賊についてはこのような「合法的権威」が欠けて

いることがあげられよう。その意味で、国家によって雇わ

れ、私掠認可状を取得したものを「私掠船」と定義し、認

可状を持たないものを「海賊」とする定義や、「公的権力に

よる認可」の有無によって両者を区分する定義は非常にわ

かりやすい (56)。

但し本文中でもふれたように、私掠認可状が正規の手続

きを経ずに発行されたり、中央政府の了承なしに出先機関

（地方海軍局や植民地総督府）によって発行されることも

あったため、認可状の法的有効性が問題とされることも多

い。かつてヘンリー・モーガンが本国で裁判にかけられた

のも、そもそもジャマイカ総督がモーガンに発行した私掠

認可状の正当性が問題とされたからである（モーガンに出

された最後の認可状がジャマイカ総督によって署名された

のは、イギリス本国がスペインと講和条約を結んだ数ヵ月

後のことであった）。又、海賊と私掠船が行う行為は、程度

の差こそあれ共に暴力を用いた略奪であり、その意味にお

いて両者の区別はない。更に 17世紀のバッカニアや、19世

紀初頭における中南米私掠船 (57)に多く見られるように、単

に海賊行為の隠れ蓑として認可状を保有していた場合は、

例えその認可状が正当に発行されたものであったとしても

単なる海賊として扱われる。いずれにせよ認可状の法的合
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法性や行為そのものの性格によって両者を明確に区別する

ことは難しく、海賊と私掠行為との間には分離しがたい連

続性が認められよう (58)。

又、交戦中の国によって正規に出された私掠認可状で

あっても、当然ながら認可状を発行した国が自国であるか、

あるいは敵国であるかによって認識が異なる場合も多い。

古くはフランス王フランソワ 1 世の認可を受けて敵国スペ

インの船を襲ったフルリの行為をフランス王は私掠とみな

したのに対し、スペインはこれを海賊行為とみなした (59)。

他方、17世紀後半にオランダ諸国連合によって出された布

告によれば、諸国連合による許可を得て略奪を行うものは

海賊ではないが、連合の許可無く外国の認可を得て略奪を

行うものは海賊とされた。バッカニア達が保持していた認

可状も、これを発行した国以外によっては認められず、彼

らは後に海賊として厳しい弾圧を受けている (60)。

法的に「海賊」と「私掠」とを区別することが困難であ

ることから Starkey のように、認可状の有無や行為の内容に

関わらず、「自営で」略奪行為を行っている無法者を海賊と

定義し、他方、出資者によって船や装備を提供され、いわ

ば「賃金所得者」として略奪行為を行っているものを私掠

者と定義する方法もある (61)。

しかし「私掠船」をどのように定義づけようとも、「私掠

行為」については、これが一定の国家戦略と結びついたも

のであることが本論を通じて一貫した特長として指摘され

る。即ち私掠管理機構の腐敗によって有力者の私利私欲を

満たす形で実施されたものの、16世紀に行われた私掠行為

の本来の目的は、芽生えつつある絶対主義国家に新たな商

機と資本をもたらすことにあった。更に私掠活動の奨励に

よって多数の船が建造され、船乗りが育成され、海事関連

知識と技術の蓄積が進められたことが、その後の海外交易

と植民活動発展の原動力となった。従って私掠活動は、個

人の経済的欲望を刺激しつつ、これを利用もしくは容認す

ることによって欧州列強による海外発展を可能にするとい

う目的があったのである (62)。

更に 17 世紀におけるバッカニアによる私掠行為には、

ヨーロッパの列強が獲得した海外植民地を海の傭兵として

防衛する役割が期待された。次いで 18世紀に盛んに行われ

た私掠行為には、欧州大陸と海外植民地を舞台に繰り広げ

られた列強間の戦争において、敵国のシーレーンを妨害す

るという戦略的目的が認められる。この傾向は、戦略的価

値が全く認められない海賊が18世紀初頭に厳しい弾圧を受

けた一方で、国家統制が行き届き、一定の国家戦略に利用

し得る私掠船は国家によってむしろ奨励された動きと表裏

をなしている。

しかし 19 世紀に国家による軍事力の独占が更に進むと、

私掠船も国家戦略から次第に切り離されることになる。近

代国家の特徴の一つとして、国家による軍事力の合法的独

占が挙げられるが、そのためには陸上・海上を問わず、国

家によって直接管理されない傭兵隊や私掠船等の「非国家

的暴力 (non-state violence)」は廃止されねばならない (63)。「パ

リ宣言」はまさしく私掠船の歴史に終止符を打つことによ

り、国家による海軍力行使の独占を可能にしたものである。

その一方で私掠船としての地位さえも失い、国家的戦略と

完全に切り離された海賊は文字通り「人類共通の敵」となっ

た。裏返せば、国家が海上における軍事力を独占し海賊が

人類共通の敵となることによって、海陸双方における国家

主権がようやく確立されたと考えられるのである。
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欧州私掠船と海賊　－　その歴史的考察

稲本　守

（東京海洋大学海洋科学部海洋政策文化学科）

要旨：　国連海洋法条約 101条は海賊行為を、私有の船舶の乗組員が、私的目的のために行う略奪行為と

定義している。しかし歴史上の多くの海賊が、実際には国家によって認可され、植民地の防衛や戦時にお

ける海商破壊等の公的目的を果たしていた「私掠船」であったことを考えるなら、「私有の船舶」及び「私

的目的」の意味を明確にすることは難しい。そこで本論はまず私掠行為の発生と歴史的展開を考察し、国

家が私掠船を奨励、もしくは黙認した歴史的背景と動機の解明につとめることにより、私掠行為の一貫し

た特長として、一定の国家戦略の存在を指摘した。更に本論は、19 世紀半ばに私掠行為が廃止された経

緯を、主に国家による軍事力独占の過程から説明した。言い換えれば国家は、海上における軍事力を独占

し、海賊を「万民の敵」とすることによって初めて海上における主権を確立したのである。

キーワード：　私掠，海賊


